
第１ 鳥獣害の防止に関する事項
１ 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法

(１) 区域の設定

(２) 鳥獣害の防止の方法

ア 植栽木の保護措置

イ 捕獲

２ その他必要な事項

第２ 森林病害虫等の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項

１ 森林病害虫等の駆除及び予防の方法
(１) 森林病害虫等の駆除及び予防の方針及び方法

Ⅲ 森林の保護に関する事項

　エゾシカによる森林の被害状況等に応じ、被害防止するため措置を実施すべき森林の
区域及び当該区域内におけるエゾシカ被害防止の方法について、次のとおり定めます。

　「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について(平成２８年１０月２０日付け２
８林整研第１８０号林野庁長官通知)」に基づき、エゾシカによる森林被害の状況等を
把握できる全国共通のデータ及び、エゾシカ被害マップデータ等に基づき、食害や剥
皮等の被害がある森林又はそれら被害がある森林の周辺に位置し被害発生のおそれが
あるなど、エゾシカによる被害を防止するための措置を実施すべき森林を林班単位で
附属資料の当町森林整備計画の概略図のとおり定めます。
　また、区域は必要に応じ、試験研究機関の論文等の文献、森林における各種調査、
地域住民等からの情報その他、エゾシカによる森林被害又は生息情報により補正する
こととします。

　特に、生息密度が高い地域においては巡回などにより被害状況等森林の状態を的確
に把握し、被害が発生し、又はそのおそれのある森林については森林組合、林業事業
体等の関係機関と連携し、適切な鳥獣害防止対策を早期に行うよう努めることとしま
す。

防護柵の設置又は維持管理、忌避剤散布や幼齢木保護具の設置、枝条巻き、剥皮防止
帯の設置、現地調査等による森林のモニタリング・巡視等を実施します。

わな捕獲(ドロップネット、くくりわな、囲いわな、箱わな等によるものをいう。)、
誘引狙撃等の銃器による捕獲等を実施します。

　鳥獣害防止森林区域においては、エゾシカの被害防止対策が適切に実施されているか
どうかを現地調査や各種会議での情報交換、林業事業体や森林所有者等からの情報収集
等を行うこと等により確認することとします。
　また、食害の生じるおそれがある地域については、造林樹種の選定に当たりアカエゾ
マツ等の嗜好性の低い樹種の植栽を検討することとします。

　林病害虫等による被害については、被害の早期発見及び早期防除に努めることが基
本であることから、現在の被害状況、害虫の種類、生態、過去の発生状況、枯損被害
の可能性等を調査するとともに、被害の程度によっては、薬剤の散布や被害木の早期
伐倒・搬出するなど、適切な方法により被害の拡大防止に努めることとします。
　なお、森林病害虫のまん延のため、緊急に伐倒・搬出する必要が生じた場合には、
伐採の促進に関する指導等を行う場合があります。
　特に、カシノナガキクイムシによるナラ枯れ被害については、渡島檜山地域森林計
画区において、道内で初めて確認され、拡大しています。今後急速に拡大した場合、
ナラ類資源の保続に大きな影響を与えるおそれがあることから、被害木を早期発見す

　森林の的確な更新及び造林木の確実な育成を図るため、次のとおり、エゾシカによ
る被害の防止に効果を有すると考えられる方法により、次のア又はイに掲げるエゾシ
カ防止対策を地域の実情に応じ単独で又は組み合わせ推進するとともに被害防止対策
については、特に人工植栽が予定されている森林を中心に推進することとします。
　なお、アに掲げる防護柵については改良等を行いながら被害防止効果の発揮を図る
よう努めるとともに、エゾシカ防止対策の実施に当たっては鳥獣保護管理施策や農業
被害対策等と連携・調整することとします。（関連計画：北海道エゾシカ管理計画、
えりも町鳥獣被害防止計画）

　森林の保護等については、適切な間伐等の実施、保護樹帯の設置などにより、病害
虫、鳥獣害、寒風害、山火事等の森林被害に対する抵抗性の高い森林の整備に努めると
ともに、日常の管理を通じて森林の実態を的確に把握し、次の事項に配慮して適時適切
に行うこととします。特に、現在・過去において諸被害にあった場所においては、同一
樹種、同一林齢の人工林を大面積に造成することを避け、多様な樹種・林齢による人工
林の造成や、天然林をバランスよく残すこと等により被害のリスクの低減を図ることと
します。

計画Ⅲ Page 1



(２) その他

２ 鳥獣対策の方法(第１に掲げる事項を除く。)
(１)

(２)

(３)

３ 林野火災の予防の方法

４ 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項

５ その他必要な事項
(１) 病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき森林

　該当なし。
(２) その他
ア

イ

るため、関係機関が連携して巡視活動を行うとともに、森林所有者や地域住民の協力
が得られるよう普及啓発に努めることとします。
　さらに、被害地の近隣での未然防止に努めるとともに、被害木が発見された場合に
は、被害発生地の状況を考慮した上で適切に処理を行うなど、関係機関が連携してナ
ラ枯れ被害の拡大防止に努めることとします。

　森林病害虫の被害の早期発見、早期防除のため、当町と道の振興局、林業試験場、
森林組合、その他林業関係者が連携して対応します。

　エゾヤチネズミによる食害の発生を防ぐため、カラマツ植栽地においてはネズミの
生息場所となる枝条のたい積を避けるとともに、可能な場合は耐鼠性の高い樹種を植
栽する等の対策を行います。また、ネズミの発生動向も踏まえ、必要に応じて殺そ剤
の散布や防そ溝の設置等の対策を実施することとします。
　鳥獣害防止森林区域外のエゾシカ及びその他の野生鳥獣による被害については、そ
の早期発見に努めるとともに、試験研究機関等と連携し、発生原因の研究及び防除技
術の開発等を行い早期防除に努めることとします。
　森林の保護に当たっては、森林組合、林業事業体等の関係機関及び町民との一層の
協力のもとに、地域の実情に応じて、野生鳥獣の生息環境となる針広混交の育成複層
林や天然生林に誘導するなど、野生鳥獣との共存に配慮した対策を適切に推進するこ
ととします。

　山火事等の森林被害を未然に防止するため、林内歩道等の整備を図りつつ、森林巡
視、山火事警防等を適時適切に実施するとともに、防火線、防火樹帯等の整備を推進す
ることとします。
　また、春先の乾燥時期には森林巡視を強化するほか、森林の保護及び管理を要する重
点地域を設け、効果的な防火線・防火道等の整備や保護標識、消火器格納庫等の施設を
設置することとします。

　病害虫の駆除等により火入れを実施する場合、「えりも町火入れに関する条例」に基
づき適切に実施することとします。

　気象害については、過去の被害事例を参考に保護樹帯を設けるなどの防止対策に努
めます。
　森林の巡視に当たっては、民有林の中で、森林レクリエーションのための利用者が
特に多く、山火事等の森林被害が多発するおそれのある地域を重点的に実施すること
とし、特に森林法違反行為の未然防止、山火事の防止、森林の産物の盗採等の防止、
森林被害の早期発見等を重点的な点検事項とします。
　また、自然公園や自然環境保全地域、鳥獣保護区等の区域、希少な野生生物の生
育・生息地域、盗採等の違反行為のおそれがある地域、主要な展望地や園地など利用
者の入り込みが多い地域、山火事等の発生が懸念される地域等においては、自然公園
指導員、自然保護監視員、鳥獣保護管理員、生物多様性保護監視員、林業関係者等が
相互に連携して、巡視活動並びに利用者への指導を行うこととします。
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